
第   号議案

神戸市立体育施設条例及び神戸市立文化センター条例の一部を改正する条

例の件

神戸市立体育施設条例及び神戸市立文化センター条例の一部を改正する条例を

次のように制定する。  

令和３年６月 11日提出

神戸市長  久   元   喜   造

神戸市立体育施設条例及び神戸市立文化センター条例の一部を改正する

条例

 （体育施設条例の一部改正）  

第１条  神戸市立体育施設条例（平成８年３月条例第 53号）の一部を次のように

改正する。

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については，次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。

改正後 改正前 

（名称等） 

第２条 体育施設の名称及び位置は，次のと

おりとする。 

名称 位置

［略］ ［略］

神戸市立西体育

館  
［略］

神戸市立港島南

球技場  

神 戸 市 中 央 区 港 島 南

町３丁目７番  

（事業） 

（名称等） 

第２条 体育施設の名称及び位置は，次のと

おりとする。 

名称 位置

［略］ ［略］

神戸市立西体育

館  
［略］

（事業） 

3 6
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第３条 ［略］ 

２ 神戸市立東灘体育館，神戸市立須磨体育

館，神戸市立垂水体育館及び神戸市立港島

南球技場は，市民のスポーツ等の利用に供

する。  

（使用料） 

第６条  体育施設（神戸市立ポートアイ

ランドスポーツセンターを除く。次項

において同じ。）の使用料は，別表第１

から別表第５までのとおりとする。  

２  ［略］  

（利用料金）  

第９条の２  ［略］  

２  神戸市立ポートアイランドスポーツ

センターについて第４条第１項の許可

を受けた者は，別表第６に定める額の

範囲内においてあらかじめ市長の承認

を得て指定管理者が定める額の利用料

金を指定管理者に支払わなければなら

ない。  

３～５  ［略］  

附  則  

１，２  ［略］  

（指定管理者不在等期間におけるポー

トアイランドスポーツセンターの管理

に関する業務）  

３  神戸市立ポートアイランドスポーツ

センターにつき市長が指定管理者の指

定を取り消し，指定管理者が解散し，

第３条 ［略］ 

２ 神戸市立東灘体育館，神戸市立須磨体育

館及び神戸市立垂水体育館は，市民のスポ

ーツ等の利用に供する。 

 

（使用料） 

第６条  体育施設（神戸市立ポートアイ

ランドスポーツセンターを除く。次項

において同じ。）の使用料は，別表第１

から別表第４までのとおりとする。  

２  ［略］  

（利用料金）  

第９条の２  ［略］  

２  神戸市立ポートアイランドスポーツ

センターについて第４条第１項の許可

を受けた者は，別表第５に定める額の

範囲内においてあらかじめ市長の承認

を得て指定管理者が定める額の利用料

金を指定管理者に支払わなければなら

ない。  

３～５  ［略］  

附  則  

１，２  ［略］  

（指定管理者不在等期間におけるポー

トアイランドスポーツセンターの管理

に関する業務）  

３  神戸市立ポートアイランドスポーツ

センターにつき市長が指定管理者の指

定を取り消し，指定管理者が解散し，
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その他指定管理者がいなくなった場合

又は市長が指定管理者の業務の停止を

命じた場合は，その時（以下「指定管

理者不在等開始時」という。）からその

直後に指定管理者を指定し，又は当該

停止の期間が終了する時までの間（以

下「指定管理者不在等期間」という。）

における別表第６第２号の表備考３及

び４の規定の適用については，別表第

６第２号の表備考３及び４中「指定管

理者」とあるのは「市長」とする。  

４，５  ［略］  

その他指定管理者がいなくなった場合

又は市長が指定管理者の業務の停止を

命じた場合は，その時（以下「指定管

理者不在等開始時」という。）からその

直後に指定管理者を指定し，又は当該

停止の期間が終了する時までの間（以

下「指定管理者不在等期間」という。）

における別表第５第２号の表備考３及

び４の規定の適用については，別表第

５第２号の表備考３及び４中「指定管

理者」とあるのは「市長」とする。  

４，５  ［略］  

    次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については，次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。  
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改正後 

別表第５ 神戸市立港島南球技場の使用料（第６条関係）  

（1） 球技場の使用料  

使用区分 使用料（１時間につき）  

全面使用  平日  1,800円  

土曜日，日曜日及び休日   2,100円  

半面使用  平日    900円  

土曜日，日曜日及び休日   1,050円  

備考  

１  この表において，「平日」とは土曜日，日曜日及び休日以外の日を，「休

日」とは国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。  

２  使用時間に１時間未満の端数が生じたときは，１時間として計算する。 

（2） 駐車場の使用料  

区分  使用料（１時間につき）  

乗車定員 10人以下の普通自動車，小型自動車及び

軽自動車  

150円  

乗車定員 11人以上の普通自動車  450円  

備考  使用時間に１時間未満の端数が生じたときは，１時間として計算する。 

別表第６ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（　40　）



改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第５ ［略］ 
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第２条  神戸市立体育施設条例の一部を次のように改正する。  

  次の表の第２条による改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部 分 

 （以下第１号及び第２号において「改正部分」という。）及び第２条による改  

 正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号にお  

 いて「改正後部分」という。）については，次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改  

   正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。  

第２条による改正後 第２条による改正前 

（名称等） 

第２条 体育施設の名称及び位置は，次のと

おりとする。 

名称  位置  

［略］  ［略］  

神戸市立垂水体

育館  

神戸市垂水区平磯１

丁目 1700番  

［略］  ［略］  

（使用料） 

第６条  体育施設（神戸市立ポートアイ

ランドスポーツセンターを除く。次項

において同じ。）の使用料は，別表第１

から別表第６までのとおりとする。  

２  ［略］  

（利用料金）  

第９条の２  ［略］  

２  神戸市立ポートアイランドスポーツ

センターについて第４条第１項の許可  

を受けた者は，別表第７に定める額の  

範囲内においてあらかじめ市長の承認  

（名称等） 

第２条 体育施設の名称及び位置は，次のと

おりとする。 

名称  位置  

［略］  ［略］  

神戸市立垂水体

育館  

神戸市垂水区旭が丘

２丁目１番 22号  

［略］  ［略］  

（使用料） 

第６条  体育施設（神戸市立ポートアイ

ランドスポーツセンターを除く。次項

において同じ。）の使用料は，別表第１

から別表第５までのとおりとする。  

２  ［略］  

（利用料金）  

第９条の２  ［略］  

２  神戸市立ポートアイランドスポーツ

センターについて第４条第１項の許可  

を受けた者は，別表第６に定める額の

範囲内においてあらかじめ市長の承認  
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を得て指定管理者が定める額の利用料

金を指定管理者に支払わなければなら

ない。  

３～５  ［略］  

附  則  

１，２  ［略］  

（指定管理者不在等期間におけるポー

トアイランドスポーツセンターの管理

に関する業務）  

３  神戸市立ポートアイランドスポーツ

センターにつき市長が指定管理者の指

定を取り消し，指定管理者が解散し，

その他指定管理者がいなくなった場合

又は市長が指定管理者の業務の停止を

命じた場合は，その時（以下「指定管

理者不在等開始時」という。）からその

直後に指定管理者を指定し，又は当該

停止の期間が終了する時までの間（以

下「指定管理者不在等期間」という。）

における別表第７第２号の表備考３及

び４の規定の適用については，別表第

７第２号の表備考３及び４中「指定管

理者」とあるのは「市長」とする。  

４，５  ［略］  

を得て指定管理者が定める額の利用料

金を指定管理者に支払わなければなら

ない。  

３～５  ［略］  

附  則  

１，２  ［略］  

（指定管理者不在等期間におけるポー

トアイランドスポーツセンターの管理

に関する業務）  

３  神戸市立ポートアイランドスポーツ

センターにつき市長が指定管理者の指

定を取り消し，指定管理者が解散し，

その他指定管理者がいなくなった場合

又は市長が指定管理者の業務の停止を

命じた場合は，その時（以下「指定管

理者不在等開始時」という。）からその

直後に指定管理者を指定し，又は当該

停止の期間が終了する時までの間（以

下「指定管理者不在等期間」という。）

における別表第６第２号の表備考３及

び４の規定の適用については，別表第

６第２号の表備考３及び４中「指定管

理者」とあるのは「市長」とする。  

４，５  ［略］  
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 次の表の第２条による改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部 分 

 （以下第１号及び第２号において「改正部分」という。）及び第２条による改  

 正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号にお  

 いて「改正後部分」という。）については，次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改  

   正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。  
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第２条による改正後 

別表第１ 神戸市立東灘体育館及び神戸市立須磨体育館の使用料（第６条関係） 

（1） 大会等による全面使用又は全部使用の場合 

使用時間 

 

 

 

 

 

 

使用区分 

午前 

（午前９時

から正午ま

で） 

午後 

（午後１時

から午後５

時まで） 

夜間 

（午後５時

30 分から

午後９時ま

で） 

午前・午後 

（午前９

時から午

後５時ま

で） 

午後・夜間 

（午後１

時から午

後９時ま

で） 

終日 

（午前９

時から午

後９時ま

で） 

時間超過使 

用料 

（１時間に

つき） 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

体育室          

           

        

        

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

              

        

               

       

備考 ［略］ 

（2） ［略］ 

（3） 前２号に掲げる使用以外の使用の場合 

備考 ［略］ 

別表第４ 神戸市立垂水体育館の使用料（第６条関係） 

 （1） 大会等による全面使用又は全部使用の場合 

 

 

 

 

 

 

使用者 

使用区分 

幼児，小学生，

中学生及び高校

生 

一般の者 

競技場 １時間につき 全面 600円 1,150円 

３区画に区分したうち

の１区画 

200円 400円 

体育室    

         

       

      

全面 300円 500円 
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第２条による改正前 

別表第１ 神戸市立東灘体育館，神戸市立須磨体育館及び神戸市立垂水体育館の使用料（第６条関係） 

（1） 大会等による全面使用又は全部使用の場合 

使用時間 

 

 

 

 

 

 

使用区分 

午前 

（午前９時

から正午ま

で） 

午後 

（午後１時

から午後５

時まで） 

夜間 

（午後５時

30 分から

午後９時ま

で） 

午前・午後 

（午前９

時から午

後５時ま

で） 

午後・夜間 

（午後１

時から午

後９時ま

で） 

終日 

（午前９

時から午

後９時ま

で） 

時間超過使 

用料 

（１時間に

つき） 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

体育室（神戸市

立垂水体育館に

あっては，第１

体育室） 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

神戸市立垂水体

育館の第２体育

室 

    円 

   700 

円 

   900 

円 

   800 

円 

  1,600 

円 

  1,700 

円 

  2,400 

円 

  350 

備考 ［略］ 

（2） ［略］ 

（3） 前２号に掲げる使用以外の使用の場合 

備考 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

使用者 

使用区分 

幼児，小学生， 

中学生及び高

校生 

一般の者 

競技場 １時間につき 全面 600円 1,150円 

３区画に区分したうち

の１区画 

200円 400円 

体育室（神戸

市立垂水体

育館にあっ

ては，第１体

育室） 

 全面 300円 500円 

神戸市立垂

水体育館の

第２体育室 

 全面 150円 200円 
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使用時間 

 

 

 

 

 

 

使用区分 

午前 

（午前９時

から正午ま

で） 

午後 

（午後１時

から午後５

時まで） 

夜間 

（午後５時

30 分から

午後９時ま

で） 

午前・午後 

（午前９

時から午

後５時ま

で） 

午後・夜間 

（午後１

時から午

後９時ま

で） 

終日 

（午前９

時から午

後９時ま

で） 

時間超過使 

用料 

（１時間に

つき） 

競技場 円 

6,200 

円 

8,200 

円 

7,200 

円 

13,000 

円 

13,900 

円 

18,400 

円 

3,100 

第１体育室 円 

4,700 

円 

6,300 

円 

5,500 

円 

9,900 

円 

10,600 

円 

14,000 

円 

2,400 

第２体育室 円 

2,000 

円 

2,600 

円 

2,300 

円 

4,100 

円 

4,400 

円 

5,900 

円 

1,000 

多目的室 円 

700 

円 

900 

円 

800 

円 

1,400 

円 

1,500 

円 

2,000 

円 

350 

備考 超過使用時間に１時間未満の端数が生じたときは，１時間として計算する。 

（2） 個人使用の場合 

使用者 

使用区分 

小学生，中学生及び高校

生 

一般の者 

第１体育室，第２体育室及び多目

的室 

１人２時間につき 150円 200円 

トレーニング室 １人１回につき 300円 

備考 

１ この表において「一般の者」とは，小学校就学前の者，小学生，中学生及び高校生以外の者

をいう。 

２ 使用時間に２時間未満の端数が生じたときは，２時間として計算する。 

（3） 前２号に掲げる使用以外の使用の場合 

備考 

１ この表において「幼児」とは３歳以上の者で小学校就学前のものを，「一般の者」とは小学

校就学前の者，小学生，中学生及び高校生以外の者をいう。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じたときは，１時間として計算する。 

使用者 

使用区分 

幼児，小学生，中学生

及び高校生 

一般の者 

競技場 １時間につき 全面 1,000円 1,500円 

半面 500円 750円 

４区画に区分したうち

の１区画 

250円 400円 

６区画に区分したうち

の１区画 

150円 350円 

第１体育室 全面 600円 1,150円 

３区画に区分したうち

の１区画 

200円 400円 

第２体育室 全面 300円 500円 

多目的室 全面 150円 200円 
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別表第５  ［略］  

別表第６  ［略］  

別表第７  ［略］  
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別表第４  ［略］  

別表第５  ［略］  

別表第６  ［略］  
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 （文化センター条例の一部改正）  

第３条  神戸市立文化センター条例（昭和 56年８月条例第 21号）の一部を次のよ

うに改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については，次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。  

 (3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。  
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改正後 

別表第１（第４条関係） 

センター  施設  

［略］  ［略］  

垂水区文化センター  大ホール  会議室  講習室  料理教室  美術室  多目的

ホール  木工工芸室  音楽練習室  和室  ギャラリー      

青少年コーナー  ロビーその他の便益施設  

 

［略］  ［略］  

備考 ［略］ 

別表第２（第 10条関係） 

（1）施設の使用料金 

ア～サ ［略］ 

シ  垂水区文化センター  

施設  利用料金（単位  円）  

名称  面積  

（単  

位  

平

方

メ

ー

ト  

ル） 

定員  

（単  

位  

人） 

専用使用の場合  個 人 使 用

の場合  午前  

（午

前９

時か

ら正

午ま

で）  

午後  

（午後

１時か

ら午後

５時ま

で）  

夜間  

（午後

５時 30

分から

午後９

時ま

で）  

午前・

午後  

（ 午 前

９ 時 か

ら 午 後

５ 時 ま

で）  

午後・

夜間  

（ 午 後

１ 時 か

ら 午 後

９ 時 ま

で）  

終日  

（ 午 前

９ 時 か

ら 午 後

９ 時 ま

で）  

時間

外の

使用

１時

間に

つき  

［略］  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］ ［略］  

和室  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ス ［略］ 

（2） ［略］ 
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改正前 

別表第１（第４条関係） 

センター  施設  

［略］  ［略］  

垂水区文化センター  大ホール  会議室  講習室  料理教室  美術室  多目的

ホール  木工工芸室  音楽練習室  和室  体育館  トレ

ーニング室  ギャラリー  青少年コーナー  ロビーその

他の便益施設  

［略］  ［略］  

備考 ［略］ 

別表第２（第 10条関係） 

（1）施設の使用料金 

ア～サ ［略］ 

シ  垂水区文化センター  

施設  利用料金（単位  円）  

名称  面積  

（単  

位  

平

方

メ

ー

ト  

ル） 

定員  

（単  

位  

人） 

専用使用の場合  個 人 使 用

の場合  午前  

（午

前９

時か

ら正

午ま

で）  

午後  

（午後

１時か

ら午後

５時ま

で）  

夜間  

（午後

５時 30

分から

午後９

時ま

で）  

午前・

午後  

（午前

９時か

ら午後

５時ま

で）  

午後・

夜間  

（午後

１時か

ら午後

９時ま

で）  

終日  

（午前

９時か

ら午後

９時ま

で）  

時間

外の

使用

１時

間に

つき  

［略］  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］ ［略］  

和室  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

体

育

館  

全面  562  4,400 5,800 5,100 9,200 9,900 13,000 1,500  

バ ド

ミ ン

ト ン

コ ー

ト  

  １面  ２時間につき  700  

卓 球

台  

  １台  ２時間につき  300  

ト レ ー

ニ ン グ

室  

210  9,000 12,000 10,500 18,900 20,300 26,800 3,000 １ 人 ２ 時

間につき    

300 

ス ［略］ 

（2） ［略］ 
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附  則   

（施行期日等）  

１  この条例は，公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定

める日から施行する。ただし，附則第３項及び附則第４項の規定は，公布の日

から施行する。  

２  前項本文の規定にかかわらず，神戸市立港島南球技場の供用を開始する日は，

公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日とする。 

（準備行為）  

３  第１条の規定による改正後の神戸市立体育施設条例（以下この項において

「第１条新条例」という。）を施行するために必要な神戸市立港島南球技場に

係る第１条新条例第４条の許可，第１条新条例第６条の使用料の収受 ，第１

条新条例第 16条の指定管理者の指定その他必要な行為は，第１条新条例の施

行の日前においても，第１条新条例の規定の例によりすることができる。  

４  第２条の規定による改正後の神戸市立体育施設条例（以下この項において

「第２条新条例」という。）を施行するために必要な神戸市立垂水体育館に係

る第２条新条例第４条の許可，第２条新条例第６条の使用料の収受その他必

要な行為は，第２条新条例の施行の日前においても，第２条新条例の規定の

例によりすることができる。  

 

理     由  

神戸市立垂水体育館の移転等に当たり，条例を改正する必要があるため。  
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